
最終化されたバーゼル III の国内実施に関する規制方針案 

 
 

バーゼル III 最終化の国際合意1については、本邦では令和５年（2023 年）３月期

からの実施を予定している2。国内実施に向けた告示改正案については、来年６月

までを目途にパブリック・コメントに付す予定であるが、今般、その方針案を別紙

のとおり公表する。 
   

別紙においては、 
 国際合意で当局裁量とされている事項等に関する本邦での適用方法とともに、 
 国内基準金融機関の特性に鑑みて簡素な規制枠組みを用意するなど、国際合意

と異なる取扱いを行う点 
を中心に記載している。 

 
なお、今後の国際的な議論の動向や本邦金融機関の状況等を踏まえ、別紙に示し

た方針・予定に変更があり得る。 
 
※ 金融庁では、本規制方針案へのご意見を令和３年１月 29 日（金）までの間、受

け付けております。今後の告示改正案作成の参考として活用させていただきますの

で、健全性基準室までご意見をお寄せください。 
  

                                                      
1 https://www.bis.org/press/p171207.htm  
2 https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200330.html  

https://www.bis.org/press/p171207.htm
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200330.html
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＜信用リスク・標準的手法（SA）＞ 
 

国際合意の概要3 国内における取扱い 
（１）【与信先に対するデュー・デリジェン

ス】（CRE20.4-6, 20, 39, 42） 
 

金融機関向け債権や事業法人向け債権等

に対するデュー・デリジェンスについて、与

信発生時及びその後定期的（少なくとも年

１回）に、内部格付や第三者機関の分析等を

活用して与信先のリスク・プロファイルを

評価し、外部格付よりも高いリスク特性が

判明した場合には、少なくとも一段高いリ

スク・ウェイトを適用するよう調整するこ

とが求められる。 
 

 
 
 

本邦の融資実務においては、外部格付に

過度に依存することなく、与信先の実態や

状況を適時適切に反映した信用格付を付与

する態勢が（金融機関の規模等に応じて）広

く定着しているところである。 
 

こうした実務を踏まえ、与信先に対して

どのようなデュー・デリジェンスを行って

いれば国際合意上の要件を満たすものと考

えられるのか4、また、各金融機関に求めら

れるリスク・ウェイトの調整方法等につい

て、Q&A で明確化する予定である。 
 

（２）【金融機関向け債権】（CRE20.16-32） 
 

金融機関向け債権のリスク・ウェイトに

ついては、規制上外部格付の利用が認めら

れている法域においては、与信先の（暗黙の

政府支援を加味しない）外部格付を参照し

て設定される。参照する外部格付について

は、当局裁量により、規制の実施から５年間

は政府支援を加味した外部格付を参照する

ことが可能とされた。また、与信先に対する

定期的なデュー・デリジェンスを実施する

ことが求められる。 

 
 

与信先となる金融機関の（暗黙の政府支

援を加味しない）外部格付を参照してリス

ク・ウェイトを設定する方式とするととも

に、与信先に対する定期的なデュー・デリジ

ェンスを求めることとする予定である。 
なお、国際合意上認められた当局裁量に

基づき、暗黙の政府支援を加味しない外部

格付の使用については、経過措置を設ける

予定である。 
 

                                                      
3 「国際合意の概要」の記述は、「国内における取扱い」の理解促進の一助として国際合意文書を要約

したものであるため、国際合意の内容についてはバーゼル銀行監督委員会が公表している国際合意文

書（原文）を参照されたい。 
4 上記のような本邦の融資実務に加えて、デュー・デリジェンスに関して全く新しい対応を求めること

は予定していない。 

（別紙） 
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国際合意の概要3 国内における取扱い 
 
 
また、規制上外部格付の利用が認められ

ていない法域においては、自己資本比率規

制の充足度等を参照してリスク・ウェイト

が設定される。なお、規制上外部格付の利用

が認められている法域における無格付の金

融機関向け債権のリスク・ウェイトも、同様

の方式で設定される。 
 
他方で、当局裁量により、（協同組織金融

機関などの）金融機関は、自身と同一のグル

ープまたはネットワークに属する金融機関

に対する債権については、上記の方法に基

づくリスク・ウェイトよりも低いリスク・ウ

ェイトを適用することが可能とされた。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、協同組織金融機関及び系統金融機

関によるそれらの中央機関向け預け金のリ

スク・ウェイトについては、当局裁量に基づ

き、現行の水準を維持する予定である。 

（３）【中堅中小企業（SME）の定義】

（CRE20.47） 
 

無格付の中堅中小企業（SME）向け債権

に適用されるリスク・ウェイトが 100％か

ら 85％に引き下げられる。また、SME の定

義は、「売上高 5,000 万ユーロ以下の企業」

となる。 
 

 
 
 

SME については、国際合意に従って、「売

上高 50 億円以下の企業」と定義する予定で

ある。 
 
他方で、システム対応に相応の時間を要

すること等を踏まえ、SA を採用する国内基

準金融機関に対しては、経過措置において

十分な移行期間を設ける予定である。 
 

（４）【株式、株式を除く劣後債権及び資本

性商品】（CRE20.53-62） 
 

投機的な非上場株式については 400％、

その他の株式については 250％、株式を除

 
 
 

国際合意に従ったリスク・ウェイトを規

定する予定である。 



3 
 

国際合意の概要3 国内における取扱い 
く劣後債権や資本性商品については 150％
のリスク・ウェイトが適用される5。 

 
 
 

 
なお、国際合意上、例示として、顧客との

長期的な取引関係を構築するための株式保

有・取得や、与信先の事業再生のためのデッ

ト・エクイティ・スワップに伴う株式取得

は、投機的な非上場株式には該当しないと

されており、本邦においても、非上場株式の

うち 250％のリスク・ウェイトが適用され

るものの範囲について Q&A で明確化する

予定である。例えば、国際合意に従って、以

下のような非上場株式を含めることとする

予定である。 
 顧客との長期的な取引関係を構築す

るための株式保有・取得 
 事業再生のためのデット・エクイテ

ィ・スワップに伴う株式取得 
 

（５）【「トランザクター」の要件】

（CRE20.66） 
 

規制上のリテール債権6のうち以下のい

ずれかの要件を満たす債務を有するものが

「トランザクター」と定義され 45％のリス

ク・ウェイトが適用される。 
 

① クレジットカードやチャージカード等

のファシリティに関連して、過去 12 ヶ

月間において債務残高を各予定期日に

全額返済していること 
② 当座貸越に関連する債務者の場合、過

去 12 ヶ月間において当座貸越を利用

していないこと 

 
 
 

トランザクターのリスク・ウェイト 45％
を適用可能とするとともに、その要件につ

いて以下のような点を中心に Q&A で明確

化する予定である。 
 
まず、左記①の要件については、クレジッ

トカードのショッピング枠（一括払い）が想

定されており、過去 12 ヶ月間にわたり利用

残高の全額が所定の引落日に遅延なく引き

落とされていることをもって充足され得る

と考えられる。 
 

                                                      
5 ただし、金融機関の発行する劣後債、株式及びその他の資本性商品のうち、意図的な相互持合いや

10％超出資等に該当するものは、引き続き自己資本控除の取扱い。 
6 リテール債権のうち、小口分散や少額といった基準を満たすもの。 
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国際合意の概要3 国内における取扱い 
 左記②の要件については、規制上のリテ

ールとして取り扱われる債務者の当座貸越

（個人向けカードローンを含む）が、過去

12 ヶ月間にわたり利用実績がない（利用残

高が零である）ことをもって充足され得る

と考えられる。 
 
なお、左記①及び②の要件における「過去

12 ヶ月間」の起算日については、一貫性を

確保することを前提に各金融機関の実務に

沿った取扱いを認める予定である。 
 

（６）【居住用及び商業用不動産関連債権】

（CRE20.69-87） 
 

居住用及び商業用不動産関連債権につい

て、LTV（担保価値（貸出実行時の値）に対

する貸出金総額の割合）に基づきリスク・ウ

ェイトが設定される。加えて、返済原資が貸

出金の担保物件から生じるキャッシュ・フ

ローに著しく依存する場合は、より保守的

なリスク・ウェイトが適用される。 
 
また、不動産関連融資の（リスク・ウェイ

トの判定に用いる LTV の算出において考慮

できる担保に関する）適格要件の一つとし

て、金融機関が「第一順位の抵当権を保有」

していることが定められている。 

 
 
 

本邦において不動産関連債権とは、特定

の不動産の建設・取得等を資金使途とした

融資を指すものとし、事業者の運転資金等

の融資は、仮に担保として不動産が設定さ

れていたとしても、不動産関連債権には該

当しないものとする予定である。 
 
国際合意に従って、居住用及び商業用不

動産関連債権のリスク・ウェイトを規定す

る予定である。また、「返済原資が貸出金の

担保物件から生じるキャッシュ・フローに

著しく依存する場合」の判断基準について

は、Q&A で明確化する予定である。 
 
ただし、規制の簡素さを確保する観点か

ら、SA を採用する国内基準金融機関につい

ては、住宅ローンに係る現行の２段階の

LTV に基づくリスク・ウェイトも適用可能

とするとともに、「返済原資が貸出金の担保

物件から生じるキャッシュ・フローに著し
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国際合意の概要3 国内における取扱い 
く依存する場合」については、保守的な２段

階のリスク・ウェイト（LTV が 100％超の

場合はリスク・ウェイト 105％、LTV が

100％以下の場合はリスク・ウェイト 75％）

も適用可能とする予定である7。 
 

 また、不動産関連融資の適格要件につい

ては、住宅ローンに関し、住宅金融支援機構

その他の公的機関が第一順位の抵当権を設

定している場合であって、担保余力があり、

かつ当該住宅ローンに関する抵当権が次順

位であるときは、不動産関連融資の適格要

件を満たしているものとする予定である。 
 

（７）【オフ・バランス取引の掛け目（CCF）】
（CRE20.94-101） 

 
オフ・バランス取引について、特に「無条

件に取消可能なコミットメント（UCC）」の

CCF が０％から 10％に引き上げられる。 
 
他方で、一定の要件8を満たす契約につい

ては、各国当局の裁量により CCF10％の適

用除外とすることができる。 
 

 
 
 

国際合意に従って、CCF を規定する予定

である。 
 
その際、国際合意で認められているとお

り、一定の要件を満たす「無条件に取消可能

なコミットメント」を CCF10％の適用除外

とする予定である。 
 

 
  

                                                      
7 ただし、例えば個別の与信毎に恣意的に選択適用することなく、金融機関として一貫性をもって継続

的に適用することを求める予定である。 
8 国際合意では、以下の４要件を満たす事業法人及び SME 向け UCC については、各国当局の裁量に

より CCF10％の適用除外とすることができると規定されている。①金融機関が顧客から手数料を受領

していないこと、②顧客は引出しの都度、金融機関へ申請すること、③顧客が所要の要件を満たして

いるか否かにかかわらず、金融機関は引出しの実行について全ての権限を有すること、④金融機関

は、引出しが実行される都度、事前に顧客の信用力を評価した上で、引出しの是非を判断すること。 
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＜信用リスク・内部格付手法（IRB）＞ 
 

国際合意の概要３ 国内における取扱い 
（８）【パラメータ推計】（CRE36.78-82, 89-
97） 

 
国際合意において、以下のような点が明

確化・見直しされた。 
 
 PD9推計に用いるデフォルト実績デ

ータについての明確化： 
 デフォルト実績が多い年と少ない

年を適切に反映した実績データを

用いること 
 PD 推計値の基礎となる実績デフォ

ルト頻度の計測に関する計算方法

（長期平均PDを件数平均で算出す

ること） 
 
 EAD 推計手法の見直し・明確化： 
 推計に用いる実績データにおいて、

デフォルト前の状態の補足時点を

デフォルトの 12 ヶ月前とするフィ

ックスト・ホライズン法へ一本化 
 

 
 
 

こうしたパラメータ推計手法の明確化と

見直しについては国際合意に従って規定す

る予定であるが、データ整備や検証等に相

応の時間を要することが想定されるため、

一定の経過措置を設ける予定である。 

（９）【資産区分】（CRE30.45-50） 
 

IRB の適用対象となる資産区分を限定し

た上での承認が認められる。 
 
 
 
 

 
 

金融機関のビジネスモデル等によっては

信頼性のある信用リスク・アセットの算出

を行い難い合理的な理由のある資産区分が

存在し得ることを考慮し、当該資産区分を

適用対象に含めない限定的な IRB の採用を

認める予定である。 
 

                                                      
9 １年間に債務者がデフォルトする確率。 
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国際合意の概要３ 国内における取扱い 
また、既存の IRB 採用金融機関において

も、信頼性のある信用リスク・アセットの算

出を行い難い合理的な理由のある資産区分

が存在する場合は、当局の承認を得た上で、

当該資産区分について IRB を適用しない取

扱いとする予定である。 
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＜信用評価調整（CVA）リスク＞ 
 

国際合意の概要３ 国内における取扱い 
（10）【簡便法による CVA リスク相当額の

算出】（MAR50.9） 
 

非清算店頭デリバティブの合計想定元本

額が 1,000 億ユーロ以下の金融機関は、標

準的方式（SA-CVA）又は基礎的方式（BA-
CVA）に代えて、簡便法を用いて CVA リス

ク相当額を算出することができる。 
 

ただし、当局は、金融機関のデリバティ

ブ・ポジションから発生する CVA リスク

が、当該金融機関のリスク全体に重要な影

響を与えると判断する場合には、簡便法の

採用を禁止することができる。 
 

 
 
 

国際基準金融機関については、簡便法の

選択を認めないこととする予定である。 
 

国内基準金融機関については、CVA リス

ク計測の対象となるデリバティブ取引の合

計想定元本額が 10 兆円以下である場合10に

は、簡便法の採用を認めることとする予定

である。 
 

その際、簡便法による資本賦課の水準は、

現行規制における簡便的リスク測定方式と

同様、「デリバティブ取引の信用リスク・ア

セットの額に 12％を乗じて得た額」とする

予定である。 
 

（11）【BA-CVA における内部格付の外部格

付への割当て】（MAR50.16） 
 

BA-CVA におけるリスク・ウェイトは取

引相手の外部格付に応じて設定されるが、

外部格付がない場合等には、金融機関は当

局の承認を得て、内部格付を外部格付に割

り当てることによりリスク・ウェイトを設

定することができる。 
 

 
 
 

IRB 採用金融機関については、その内部

格付制度に基づき内部格付を外部格付に割

り当てる方法で、外部格付を有しない取引

相手のリスク・ウェイトを設定することを

認める（IRB を採用することにつき当局の

承認を得ていることを前提に、当該方法を

用いることについては承認不要とする）予

定である。 
 

  

                                                      
10 ただし、現行規制の下で簡便的リスク計測手法を採用している金融機関に限定する予定である。 
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＜オペレーショナル・リスク＞ 
 

国際合意の概要３ 国内における取扱い 
（12）【オペレーショナル・リスク計測手法】 
 

従前のオペレーショナル・リスク計測手

法である基礎的手法（BIA）、粗利益配分手

法（TSA）及び先進的計測手法（AMA）が廃

止され、新しい標準的計測手法に一本化さ

れる。 

 
 

国際合意に従って、新しい標準的計測手

法に一本化する予定である。 
 
その際、複数の計測手法が残置され比較

可能性が失われることを避ける観点から、

国際統一基準金融機関及び国内基準金融機

関双方に対して標準的計測手法を適用する

予定である。 
 

（13）【事業規模指標（BI）が 10 億ユーロ

超の金融機関における内部損失乗数（ILM）

の計算方法と、内部損失データに係る経過

措置】（OPE25.10, 12） 
 

BI が 10 億ユーロ超の金融機関は、直近

10 年間の品質の高い内部損失データに基

づいて ILM を計算することが求められる。 
 
ただし、標準的計測手法に移行する際の

経過的な取扱いとして、直近 10 年間の品質

の高い内部損失データが揃わない場合は、

最低５年間のデータで足りるものとするこ

とも認められる（AMA を採用していた金融

機関に対して当該取扱いを適用することは

想定されていない）。 
 

 
 
 
 
 

BI が 1,000 億円以上の金融機関は、直近

10 年間の品質の高い内部損失データに基

づいて ILM を計算することとする予定であ

る。 
 
ただし、直近 10 年間の品質の高い内部損

失データが揃わない場合は、直近５年間以

上のデータで足りるものとする経過措置

（AMA を採用していた金融機関は対象外）

を設ける予定である。 

（14）【ILM の計算に要する内部損失データ

が揃わない場合の取扱い】（OPE25.13） 
 

損失データに係る基準を満たさない金融

機関は、事業規模要素と同額以上の資本を

 
 
 

BI が 1,000 億円以上の金融機関において

十分に品質の高い内部損失データが揃わな
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国際合意の概要３ 国内における取扱い 
積むことが求められる。 

 
この場合において、当局は金融機関に対

して１より大きい ILM の使用を求めること

もできる。 

い場合は、取得可能な計数を基に、当局の承

認を得て１を下限として保守的に見積もっ

た ILM を利用することとする予定である。 
 
この際、承認を得るためには、内部損失デ

ータを基に計算した場合よりも当該見積値

が保守的な数値となる蓋然性が高いことを

疎明する必要があり、承認が得られなかっ

た場合は金融庁長官が指定した数値を用い

ることとする予定である。 
 

子会社や一部の事業部門のみで十分な損

失データが揃わない場合は、当該子会社等

のオペレーショナル・リスク相当額の算出

において保守的に見積もった ILM を利用

し、十分な損失データが揃う法人単位にお

いて算出したオペレーショナル・リスク相

当額と合算することとする予定である。 
 

（15）【BI が 10 億ユーロ以下の金融機関に

おける ILM の計算方法】（OPE25.11） 
 

当局は裁量により、BI が 10 億ユーロ以

下の金融機関が内部損失データ11を用いて

ILM を計算することを認めることができ

る。 
 
また、当局は裁量により、BI が 10 億ユー

ロ以下の金融機関が用いる ILM を１と設定

することもできる。 
 

 
 
 

BI が 1,000 億円未満の金融機関において

は、ILM は１を用いることを原則としつつ、

承認要件を満たせば ILM を計算し、オペレ

ーショナル・リスク相当額の算出に用いる

ことができるものとする予定である。 
 

（16）【内部損失データの収集プロセスに係

る監査】（OPE25.16） 
 
 

                                                      
11 ただし、OPE25.14～25.34 に掲げられた要件を満たすものに限る。 
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国際合意の概要３ 国内における取扱い 
 

内部損失データの特定及び収集に関する

文書化された手続及びプロセスは、定期的

に内部監査と外部監査双方又は一方による

独立したレビューを要する。 
 

 
本邦では、必要な監査の種類について特

段の指定はしない予定である。 

（17）【内部損失データの参照日付に係る情

報の収集】（OPE25.19） 
 

金融機関は、オペレーショナル・リスク損

失の発生日、発覚日及び会計処理日に係る

情報を収集することが求められる。 

 
 
 

本邦では、金融機関の実務負担を考慮し、

「会計処理日」が特定されていない場合は、

会計処理した会計期間が特定できていれば

足りる扱いとする予定である。 
 

（18）【特殊損失の除外】（OPE25.30, 32） 
 

金融機関は、一定の要件を満たす場合は、

当局による承認を得て、そのリスク特性に

は無関係なオペレーショナル・リスク損失

を ILM の算出対象から除外することができ

る。 
 

 
 

金融機関が当局による承認を得た場合に

は、特殊損失を ILM の算出対象から除外す

ることを認める予定である。当該承認に当

たっては、下記の要件12を満たす旨、金融機

関に疎明を求めることとする予定である。 
 
 現在行っている業務と関連していな

いこと 
 類似する業務を行っておらず、再発

可能性を排除できること 
 損失の金額が、対象計測期間に生じ

た全てのオペレーショナル・リスク

損失額の年平均の５％を超えること 
 

 
  

                                                      
12 なお、過払金返還損失については、これらの要件を満たすものであれば、特殊損失として ILM の算

出対象から除外し得るものと考えられる。 
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＜レバレッジ比率＞ 
 

国際合意の概要３ 国内における取扱い 
（19）【開示様式 LR1 と LR2】（DIS80.1, 2） 
 

レバレッジ比率に関して、LR1 及び LR2
という２つの開示様式が規定されている。 

 
 

国際基準金融機関に適用されている本邦

の現行規制（第三の柱に関する告示の別紙

様式）では左記の両開示様式が統合されて

いるところであるが、国際合意に合わせる

形で、両開示様式を分けることとする予定

である。 
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＜マーケット・リスク＞ 
 

国際合意の概要３ 国内における取扱い 
（20）【バンキング勘定とトレーディング勘

定の境界】（RBC25） 
 

バンキング勘定とトレーディング勘定の

境界については、具体的な商品リストを提

示することで勘定間の境界が明確化されて

いる。 
 
また、トレーディング勘定への計上が想

定される商品をバンキング勘定に分類する

場合には、当局の承認が必要とされ、その

際、金融機関はトレーディングを目的とす

る保有ではないことを反証することが求め

られる。 
 

 
 
 

勘定間の厳格な分類を告示に規定する予

定である。 
 

その際、金融機関13がトレーディング勘

定に分類することが想定される商品をバン

キング勘定に分類しようとする場合には、

当局が作成するフォーマットに従って、ト

レーディングを目的とする保有ではないこ

とを反証し当局の承認を得ることが求めら

れることとする予定である14。 

（21）【指数等のネット・ポジションの範囲】

（RBC25.6） 
 

バンキング勘定において、クレジット又

は株式のネット・ショート・ポジションは、

トレーディング勘定に分類し、マーケット・

リスク相当額の対象とすることが求められ

ている。 

 
 
 

バンキング勘定において、指数等の全体

のショート・ポジションがロング・ポジショ

ンに対するヘッジ取引として取り組まれて

いる場合には、指数を構成する個別銘柄ベ

ースでのショート・ポジションはトレーデ

ィング勘定に分類することは不要とする予

定である。 
 

ただし、指数等の全体のショート・ポジシ

ョンがロング・ポジションに対してオーバ

ーヘッジとなっている場合には、当該オー

                                                      
13 マーケット・リスク相当額の計測対象となる金融機関に限る。 
14 なお、仮に反証が認められず規制上はトレーディング勘定に分類されることとなった場合において

も、そのことをもって会計上もトレーディング勘定への分類を求めるものではなく、会計上の取扱い

はあくまで監査人等との議論を通じて決められるものである。 



14 
 

国際合意の概要３ 国内における取扱い 
バーヘッジとなっているショート・ポジシ

ョン部分はネット・ショート・ポジションと

みなされ、トレーディング勘定への分類が

求められることとする予定である。 
 

このほか、ヘッジ対象となるロング・ポジ

ションが存在せず、商品単独又は複数の商

品の組み合わせによりネット・ショート・ポ

ジションを発生させる商品については、ト

レーディング勘定への分類が求められるこ

ととする予定である。 
 

（22）【内部モデル方式のデフォルト・リス

ク資本賦課におけるソブリン等の取扱い】

（MAR22.7, 33.24） 
 

内部モデル方式を用いてデフォルト・リ

スク資本賦課を計測する場合は、PD のフロ

アとして 0.03％が適用される。 
 
他方で、標準的方式を用いて計測する場

合は、信用リスクの枠組みにおいてリスク・

ウェイトが零とされているソブリン等につ

いては、当局裁量によりデフォルト・リスク

の掛け目を零にできる。 
 

 
 
 
 

内部モデル方式を用いてデフォルト・リ

スク資本賦課を計測する場合は、信用リス

クの枠組みにおいてリスク・ウェイトが零

とされているソブリン向けエクスポージャ

ーについては、デフォルト確率のフロアを

適用せず、資本賦課を求めないこととする

予定である。 

（23）【簡易的方式】（MAR40） 
 

バーゼル 2.5 までの「標準的方式」が、

『トレーディング勘定の枠組みの抜本的な

見直し（FRTB）』では「簡易的方式」と位置

付けられている。 
 

 
 

金融機関が以下の要件をいずれも満たす

場合、簡易的方式を採用可能とする予定で

ある。 
 
 特定取引資産・負債の合計額 15が

                                                      
15 特定取引勘定を設置していない金融機関にあっては、「商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合
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国際合意の概要３ 国内における取扱い 
1,000 億円未満であること 

 外国為替の全体のネット・ポジショ

ン16が 1,000 億円未満であること 
 

また、上記の要件を満たさない金融機関

の連結子会社について、そのマーケット・リ

スク相当額が金融機関全体のマーケット・

リスク相当額の１％未満である場合には、

金融庁長官への届出を条件として、当該連

結子会社のマーケット・リスク相当額の計

測に簡易的方式を選択できることとする予

定である。 
 

 
 

国内における取扱い 
（24）【マーケット・リスク相当額の不算入特例】 
 

本邦の現行規制17では、一定の金融機関についてマーケット・リスク相当額の算出を免

除する「マーケット・リスク相当額の不算入特例」が設けられている。FRTB の国内実施

後においても、同様の不算入特例を設ける予定であるが、下記のとおり不算入要件の一

部を変更する予定である18。 
 
○ 不算入特例の要件 

以下に掲げる要件をいずれも満たす金融機関については、マーケット・リスク相当

額を不算入とすることを認める予定である。 
① 特定取引資産・負債の合計額が 1,000 億円未満であり、かつ、総資産の 10％未満

                                                      
計額」を基準とする予定である。(24)の不算入特例の要件①においても同様である。 
16 外国為替の全体のネット・ポジションの算出方法は、現行規制における計測方法（平成 18 年金融庁

告示第 19 号の第 292 条）に拠る。 
17 従来、マーケット・リスク相当額を資本賦課の対象としていなかった協同組織金融機関について

は、今回の新規制に合わせて、自己資本比率の分母に追加したうえで、上記不算入特例を含めたマー

ケット・リスク規制の枠組みを適用する予定である。 
18 なお、現行規制の下でマーケット・リスク相当額を算出している金融機関に対しては、FRTB の国

内実施後も不算入特例の利用は認めない予定である。 
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国内における取扱い 
であること 

② 外国為替の全体のネット・ポジションが 1,000 億円未満であり、かつ、「外国為

替の全体のネット・ポジションを他のリスク・アセットに加えた額」に対する外

国為替の全体のネット・ポジションが 10％未満であること 
 
○ 不算入特例の判定頻度 

上記①及び②の要件の判定は、金融機関の決算期毎に求めることとする予定であ

る。なお、金融機関は、決算期毎にポジションが小さい基準日を恣意的に選択するこ

とがないよう、一貫した方法で判定を行うことが求められる。 
 
○ ファンドの外国為替リスクの範囲と計測方法 

上記②の外国為替のネット・ポジションの算出に際しては、バンキング勘定の取引

についても、当該取引が外国為替リスクを伴う限り、算出対象に含まれるものとする

予定である。したがって、バンキング勘定に属するファンド向け出資に係るエクスポ

ージャーについても、当該エクスポージャーが外国為替リスクを伴う場合、外国為替

のネット・ポジションを算出することとなる。 
その際、金融機関内部で設定された合理的な基準に基づき、ファンド毎に一貫性を

もって適用することを前提に、以下のいずれかの方法により、外国為替のネット・ポ

ジションを算出することを可能とする予定である。 
 当該ファンドの裏付けとなる個々の資産及び取引を把握し、当該資産及び取引の

外国為替リスクを評価する方法（ルック・スルー方式） 
 ルック・スルー方式に代わる簡易的かつ保守的な代替方式として、当該ファンド

への出資の基準通貨に基づき外国為替リスクを評価する方法19 
 

 
（以上） 

                                                      
19 より具体的には、（１）ファンドの投資残高自体を外国為替のネット・ポジションとみなす方法、

（２）ファンドのマンデート等（目論見書に定められた運用基準やファンドの外国為替リスクの取得

方針が分かる情報を含む）に基づいて最も保守的となるように投資した場合の最大のポジションを外

国為替のネット・ポジションとみなす方法、のいずれかを用いることを可能とする予定である。 
20 なお、上記のとおり本邦では 2023 年３月期からの国内実施を予定しているが、金融機関の中には

（令和元事務年度『金融行政方針』に記載されているスケジュールを踏まえ）2022 年３月期からの国

内実施を見込んで中長期的な資本計画等を検討・策定していた先もあると考えられる。2022 年３月期

においては、金融機関が「仮に 2022 年３月期から国内実施されたとする場合の試算値」を参考値とし

て当局に報告することを選択できることとする。また、その場合には、当局は当該試算値等も参考に

して監督上の対応を検討することとする。 


